
自治体名：京都府 年度：令和６年度

会計：全体会計   

貸借対照表(BS) （単位：百万円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 2,809,149   固定負債 2,585,498

    有形固定資産 2,301,626     地方債等 2,335,412

      事業用資産 661,312     長期未払金 70

        土地 455,257     退職手当引当金 129,713

        立木竹 18,160     損失補償等引当金 618

        建物 609,674     その他 119,685

        建物減価償却累計額 -433,982   流動負債 123,075

        工作物 6,373     １年内償還予定地方債等 91,683

        工作物減価償却累計額 -2,582     未払金 7,502

        船舶 6,306     未払費用 2,580

        船舶減価償却累計額 -4,007     前受金 1

        浮標等 -     前受収益 33

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 17,228

        航空機 -     預り金 3,871

        航空機減価償却累計額 -     その他 177

        その他 - 負債合計 2,708,573

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 6,113   固定資産等形成分 2,883,817

      インフラ資産 1,576,602   余剰分（不足分） -2,664,361

        土地 466,809   他団体出資等分 -

        建物 22,148

        建物減価償却累計額 -13,064

        工作物 5,078,311

        工作物減価償却累計額 -4,025,333

        その他 3

        その他減価償却累計額 0

        建設仮勘定 47,729

      物品 136,953

      物品減価償却累計額 -73,241

    無形固定資産 16,119

      ソフトウェア 1,783

      その他 14,336

    投資その他の資産 491,403

      投資及び出資金 129,966

        有価証券 -

        出資金 129,966

        その他 -

      長期延滞債権 3,371

      長期貸付金 32,725

      基金 325,235

        減債基金 269,989

        その他 55,246

      その他 204

      徴収不能引当金 -98

  流動資産 128,748

    現金預金 34,548

    未収金 4,991

    短期貸付金 3,890

    基金 84,646

      財政調整基金 1,487

      減債基金 83,159

    棚卸資産 26

    その他 791

    徴収不能引当金 -144

  繰延資産 - 純資産合計 219,456

資産合計 2,937,897 負債及び純資産合計 2,937,897

報告書（財務諸表）



自治体名：京都府 年度：令和６年度

会計：全体会計   

行政コスト計算書(PL) （単位：百万円）

報告書（財務諸表）

科目 金額

  経常費用 1,025,317

    業務費用 454,445

      人件費 224,831

        職員給与費 184,954

        賞与等引当金繰入額 17,212

        退職手当引当金繰入額 13,486

        その他 9,178

      物件費等 176,721

        物件費 63,866

        維持補修費 29,847

        減価償却費 83,008

        その他 0

      その他の業務費用 52,892

        支払利息 12,281

        徴収不能引当金繰入額 140

        その他 40,471

    移転費用 570,872

      補助金等 559,340

      社会保障給付 10,632

      その他 900

  経常収益 70,100

    使用料及び手数料 18,365

    その他 51,735

純経常行政コスト 955,217

  臨時損失 1,489

    災害復旧事業費 591

    資産除売却損 52

    損失補償等引当金繰入額 592

    その他 106

純行政コスト 956,306

    その他 254

  臨時利益 398

    資産売却益 292



自治体名：京都府 年度：令和６年度

会計：全体会計   

純資産変動計算書(NW) （単位：百万円）

固定資産 
等形成分

余剰分 
(不足分)

他団体出資等分

前年度末純資産残高 178,880 2,871,240 -2,692,360 -

  純行政コスト（△） -956,306 -956,306 -

  財源 971,492 971,492 -

    税収等 808,244 808,244 -

    国県等補助金 163,248 163,248 -

  本年度差額 15,186 15,186 -

  固定資産等の変動（内部変動） -13,141 13,141

    有形固定資産等の増加 45,232 -45,232

    有形固定資産等の減少 -83,075 83,075

    貸付金・基金等の増加 410,634 -410,634

    貸付金・基金等の減少 -385,932 385,932

  資産評価差額 -287 -287

  無償所管換等 5,055 5,055

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 - - - -

  その他 20,622 20,951 -328

  本年度純資産変動額 40,576 12,577 27,999 -

本年度末純資産残高 219,456 2,883,817 -2,664,361 -

報告書（財務諸表）

科目 合計



自治体名：京都府 年度：令和６年度

会計：全体会計   

資金収支計算書(CF) （単位：百万円）

報告書（財務諸表）

科目 金額

【業務活動収支】

  業務支出 943,782

    業務費用支出 372,910

      人件費支出 226,081

      物件費等支出 93,740

      支払利息支出 12,039

      その他の支出 41,050

    移転費用支出 570,873

      補助金等支出 559,340

      社会保障給付支出 10,632

      その他の支出 900

  業務収入 997,104

    税収等収入 806,389

    国県等補助金収入 120,762

    使用料及び手数料収入 18,373

    その他の収入 51,580

  臨時支出 594

    災害復旧事業費支出 591

    その他の支出 3

  臨時収入 1,209

業務活動収支 53,937

【投資活動収支】

  投資活動支出 306,383

    公共施設等整備費支出 46,152

    基金積立金支出 104,767

    投資及び出資金支出 269

    貸付金支出 155,195

    その他の支出 -

  投資活動収入 272,736

    国県等補助金収入 39,586

    基金取崩収入 73,753

    貸付金元金回収収入 156,788

    資産売却収入 512

    その他の収入 2,097

投資活動収支 -33,647

【財務活動収支】

  財務活動支出 247,745

    地方債等償還支出 247,702

    その他の支出 43

  財務活動収入 220,922

    地方債等発行収入 220,653

    その他の収入 269

前年度末歳計外現金残高 3,472

本年度歳計外現金増減額 378

本年度末歳計外現金残高 3,850

本年度末現金預金残高 34,548

財務活動収支 -26,823

本年度資金収支額 -6,534

前年度末資金残高 37,232

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 30,698



会計名

収益事業特別会計
地域開発事業特別会計
港湾事業特別会計
国民健康保険事業特別会計
電気事業会計
水道事業会計
病院事業会計
工業用水道事業会計
流域下水道事業会計

注 記（全体財務書類）

１ 重要な会計方針
（１）作成方法

　一般会計等財務書類と同様の基準に基づき、一般会計等に一部の特別会計（流
域下水道事業特別会計は、地方公営企業法の財務規定等適用に向けての作業を実
施しているところであり、対象範囲から除外しています。）及び公営企業会計を
加えて作成しています。

（２）対象会計範囲

一般会計等の会計区分に加え、次の会計を対象としています。


